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10
月
１
日
か
ら
、
幼
稚
園
、
保

育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
な
ど
の
３

〜
５
歳
児
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
の
利

用
料
が
無
償
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の

０
〜
２
歳
児
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
に

つ
い
て
も
無
償
化
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

•

通
園
送
迎
費
、
食
材
料
費
、
教

材
費
な
ど
実
費
で
徴
収
す
る
費

用
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

•

無
償
化
に
係
る
制
度
改
正
に
よ

り
、
２
号
認
定
子
ど
も
（
保
育

所
等
３
〜
５
歳
児
ク
ラ
ス
）
に

つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
保
育
料
に

含
ま
れ
て
い
た
食
材
費
を
、
別

途
給
食
費
と
し
て
ご
負
担
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
た

だ
し
、
下
田
市
で
は
国
の
減
免

（
注
１
）に
加
え
、
市
の
独
自
軽

減（
注
２
）を
実
施
す
る
た
め
、

こ
れ
ま
で
と
比
べ
、
給
食
費
を

含
む
保
育
料
等
に
係
る
保
護
者

負
担
が
増
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
無
償
化
の
対
象

①
３
〜
５
歳
の
全
て
の
子
ど
も

　

無
償
化
の
期
間
は
、
満
３
歳
に

な
っ
た
後
の
４
月
１
日
か
ら
小
学

校
入
学
ま
で
の
３
年
間
で
す
。

②
住
民
税
非
課
税
世
帯
の

０
〜
２
歳
の
子
ど
も

　

課
税
世
帯
で
あ
っ
て
も
、
現
行

の
軽
減
制
度
は
継
続
す
る
た
め
、

保
育
所
等
を
利
用
す
る
最
年
長
の

子
ど
も
を
第
１
子
と
カ
ウ
ン
ト
し

て
、
第
２
子
は
半
額
、
第
３
子
以

降
は
無
償
と
な
り
ま
す
。

※

年
収
３
６
０
万
円
未
満
相
当
世

帯
に
つ
い
て
は
、
第
１
子
の
年

齢
は
問
い
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
市
の
独
自
軽
減
措
置
を

継
続
し
、
子
ど
も
が
３
人
以
上
の

多
子
世
帯
に
お
い
て
、
年
齢
制
限

無
し
で
、
第
２
子
は
半
額
、
第
３

子
以
降
は
無
償
と
な
り
ま
す
。

③
認
可
外
保
育
施
設
等
を

利
用
す
る
子
ど
も

　

無
償
化
の
対
象
と
な
る
た
め
に

は
、
事
前
に
市
か
ら
「
保
育
の
必

要
性
の
認
定
」
を
受
け
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

３
〜
５
歳
児
は
月
額
3.7
万
円
ま

で
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
０
〜

２
歳
児
は
月
額
4.2
万
円
ま
で
の
利

用
料
が
無
償
化
さ
れ
ま
す
。

注
１ 　
国
の
制
度
と
し
て
３
〜

５
歳
の
年
収
３
６
０
万
円
未
満

相
当
世
帯
の
子
ど
も
及
び
所
得

に
か
か
わ
ら
ず
、
第
３
子
以
降

の
子
ど
も
に
係
る
副
食
費
は
無

償
と
な
り
ま
す
。

注
２　
市
単
独
軽
減
と
し
て
子
ど

も
が
３
人
以
上
の
多
子
世
帯
に

つ
い
て
は
、
所
得
や
兄
姉
の
年

齢
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
２
子
の

副
食
費
を
半
額
、
第
３
子
以
降

の
副
食
費
を
無
料
と
し
ま
す
。

注
３　
給
食
費
（
副
食
費
）
に
つ

い
て
は
、
１
号
認
定
子
ど
も

（
幼
稚
園
等
３
〜
５
歳
児
）
は

現
行
よ
り
１
，０
０
０
円
減
の

２
，８
０
０
円
、
２
号
認
定
子

ど
も
（
保
育
所
等
３
〜
５
歳

児
）
は
国
基
準
の
４
，５
０
０

円
よ
り
１
，０
０
０
円
減
の

３
，５
０
０
円
と
し
ま
す
。

幼
稚
園

•

下
田
幼
稚
園
（
公
立
）

保
育
所
（
園
）

•

下
田
保
育
所
（
公
立
）

•

稲
生
沢
保
育
園
（
民
間
）

•

ひ
か
り
保
育
園
（
民
間
）

認
定
こ
ど
も
園

•

下
田
認
定
こ
ど
も
園
（
公
立
）

問合せ先　下田市社会福祉協議会 ☎㉒3294

　介護保険制度の改正により、日常生活を送る上で支援が必要な高齢者のために、地域の皆さま
の力を集結する新しい取組である生活支援体制整備事業が始まりました。

　皆さまは、５、10年後の将来に向けて自分たちのまちをどのような地域にしたいですか？
　現在、全国の市区町村で、高齢者のために地域の支えあい活動を「地域の視点で広げていこう」という取組
が始まっています。
　この取組の推進役として協議体と生活支援コーディネーターと呼ばれる仕組みができました。
【協議体】社会資源の発掘や課題を見つけ、その解決策の協議などを行いながら地域の支えあい活動を発展推
進していく場のことです。委員は民生委員・児童委員、自治会、ボランティア団体などに所属している方々です。
【生活支援コーディネーター】協議体委員と協力しながら、自分たちの地域をより暮らしやすくするため
に、様々な人・専門職団体とのつながりを深めるなどの調整役を担っています。

地域にある活動・取組を
調べています

地域づくりの話し合いの場
「協議体」を開催しています

先進事例や地域の課題解決のために
勉強会を行っています

より良い地域にするための話合いの場「地区懇談会」を各地区で開催しています

※

市
内
の
認
可
保
育
所（
園
）・

　
認
定
こ
ど
も
園
・
幼
稚
園
一
覧

問
合
せ
先

学
校
教
育
課
こ
ど
も
育
成
係

　
　
　
　
　

☎
㉓
３
９
２
９

幼
児
教
育・保
育
の

無
償
化
が

始
ま
り
ま
し
た
！

区　分　表 （10月１日以降）

３～５歳児
クラス

１号認定子ども
（なし）

幼稚園

無　償

有　償
非課税世帯に
ついては無償

保育料に含まれる

国の制度上は
保護者負担で
すが、
下田市では
無　償

実費徴収
（月額2,800円）

副 食 費
（国基準4,500円）主 食 費

給 食 費（食材料費）
保 育 料施 設 区 分認 定 区 分

（保育の必要性）
子どもの
年　齢

実費徴収
（月額3,500円）

認定こども園
（幼稚園部）

認定こども園
（保育園部）

認定こども園
（保育園部）

公立・民間保育所

公立・民間保育所

２号認定子ども
（あり）

３号認定子ども
（あり）

０～２歳児
クラス

※注３

※注１・２

※注３


